
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ３ 年 第 ４ 回 定 例 会 
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自 陳情第１０号 

至 陳情第１５号 



 

陳情 

番号 件       名 
付 託 

委員会 

審 査 結 果 
頁 

日 委員会 日 本会議 

１０ 府中市例規集発行に基づ

く取扱い規定制定に関す

る陳情 

     １ 

１１ 命と財産を守るために

「河川法」を活用プロジ

ェクトの陳情 

     ２ 

１２ 都道「国３・２・８号線

（新府中街道）」コープ国

分寺内藤店前信号機の変

更強化に関する陳情 

     ３ 

１３ 沖縄戦戦没者の遺骨が混

じる土砂を辺野古の埋立

てに使わないよう求める

陳情 

     ４ 

１４ 沖縄戦戦没者の遺骨等が

混じる土砂を埋立てに使

用しないよう国への意見

書提出を求める陳情 

     ５ 

１５ 期日前投票の拡充を求め

る陳情 
     ６ 
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陳 情 番 号 １０ 受理年月日 令和３年１１月１５日  

陳情人住所氏名 
府中市白糸台２－１０－３ 

 野 呂 恒 二 

件     名 
府中市例規集発行に基づく取扱い規定制定に関する陳

情 

(1) 地方分権一括法に基づく我が府中市には「例規集」府中市条例が存在

します。国と分権。 

(2) 主権者には１部図書館で接する以外に「例規集」に接する機会しかあ

りません。 

(3) 毎年新世代（新しく有権者・成人となる）が誕生します。次世代の府

中市民にこそ我が府中市条例に親しむべきであり、毎年発行される180

部の「例規集」は新次世代に180部だけ配付する。10年間継続しても

1,800人にしか配付完了しない事業です。我が府中市の民主主義化もこ

の程度です。「例規集」に縁遠い市民には生活の場に近い所で「例規

集」と共に生活する。 

(4) 「例規集」（単行本）の配付対象 

「市の各課」「市議会」「記者クラブ」「商工会議所」「中小企業公社」

「稲城・府中墓苑組合」「駐車場管理公社」「東京たま広域資源循環組

合」「多摩川衛生組合」「芸術劇場」「社会福祉協議会」「都立図書館」

「国会図書館」「東京市町村総合事務組合」「東京市町村自治調査会」

「府中市職員労働組合」等各機関関係者に配付。以上の決定は議決され

条例に明記されていない。府中市に採用された市職員には上記決定権な

し。取扱いに関する規定は議会にて条例制定が必要。民主主義とはそう

いうもの。高報酬を得る専門職員は職業人（プロ）であれば暗唱する。

配付対象から除外する。 

(5) 「府中市組織人事一覧」という名簿が存在する。あるとき、議会事務

局で局員がその名簿は「個人情報保護の対象」となる「公」的存在では

ないと明言。ほんと。 

(6) 「空き家」の問題を環境政策課で係員と議論となりました。補佐係員

が市民（主権者）に対し、地方公務員（市職員）の公務の執行妨害であ

ると表明。本当。警察権を有さない、市職員が公務妨害主張するとは府

中警察への通報。法的根拠は。 

付託する委員会  
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陳 情 番 号 １１ 受理年月日 令和３年１１月２２日  

陳情人住所氏名 
府中市白糸台２－１０－３ 

 野 呂 恒 二 

件     名 
命と財産を守るために「河川法」を活用プロジェクトの陳

情 

 河川法（目的）第１条のとおり我々国民は生命、財産を保護されている

（昭和３９年７月１０日）。多摩川の自然な流れに囲まれ平和な生活を送

れることは幸せなことである。今後とも豊かに平穏な日々が国土交通省河

川局の職務を達成することにより完遂を祈る。 

 仮にも「ハザードマップ」のような地獄絵図を想像させる事態を河川法

の施行により防御すること。「ハザードマップ」を製作するのに、国土交

通省河川局が力を発揮するのは全く逆。「ハザードマップ」を消去するア

イデアを発見すべきである。 

 ソーラー稼働のブルドーザーを導入し、365日24時間遠隔で河床を掘り

かつ堤防を補強。お天気の悪い日はお休み。季節を重ねるたびに速やかな

流れが確保でき、「ハザードマップ」はやがて消去される。河川管理者は

国交省であるから府中市行政管理部防災危機管理課は口も手も出せない。 

 実現すれば「ハザードマップ」の管理業務は消滅する。でもブルドーザ

ー管理が発生するかも。多摩川で成功すれば全国一級河川の改修プロジェ

クトが展望可能となる。 

 我が国の年中行事の河川による洪水、氾濫による災害、復旧、復興予算

を縮減するのは国民経済にとって最優先事業である。 

 流域市町村、都道府県が連携し国家事業とし総力を結集する必要があ

り、まず手元の自治体である府中市から近隣及び都に発信すべきである。 

 治山治水は長期にしかも根元的な対策を練らないと対応不能です。市条

例に対して陳情することによって治山治水の解決策が発見できるとは考え

ていません。この陳情なぞ論外として他の分野のあらゆる意見、見解、論

説、理論全てを参集させ、粘り強く答えを発見しなければなりません。 

「ハザードマップ」の製作によって多摩川は治まってくれません。流域

市民に災害の負担を永続させるだけです。苦難の永久化です。それが地方

自治体でしょうか。 

付託する委員会  
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陳 情 番 号 １２ 受理年月日 令和３年１１月２２日  

陳情人住所氏名 

東京都国分寺市西恋ヶ窪４－２６－５ 

国分寺市３６ｍ道路を考える会 

 代表 芦 田   潔 

件     名 
都道「国３・２・８号線（新府中街道）」コープ国分寺内藤

店前信号機の変更強化に関する陳情 

〔陳情の趣旨〕 

新府中街道の国分寺部分（国３・２・８号線）は2017年３月に多喜窪街

道から北側約1.2キロメートル区間が通行可能になりました。このうちコ

ープ国分寺内藤店（2019年６月開業）前にある信号地点は、行政上は府中

市の管轄下にありますが、何度も事故が発生したため、「交通事故多発、

取締特別強化路線」に指定され、中央分離帯に新たに片面信号機が設置さ

れるなど一定の改善措置が取られました。 

しかし、その後、2020年４月、同地点で不幸な死亡事故が発生しまし

た。さらなる安全対策が必要です。私たちはすぐ実行できる対策として、

現在作動している片面信号機を両面信号機に変更強化するよう要望いたし

ます。なぜなら、片面信号は走行車線上の車にしか見えませんが、両面信

号は走行車線上の車も対向車線上の車も広く視認でき、事故防止に一段と

役立つからです。 

実際、周辺地域でも片面信号機は交通量の少ないごく一部の道路、地点

に限られ、幹線道路を含む主な道路は全て両面信号機になっています。不

幸な事故が再発する前に、速やかに有効な手立てを取ってほしいと思いま

す。 

私たちは国３・２・８号線道路の建設について、住民の命・暮らしを守

る立場から大きな関心を持ち、長年にわたり活動を続けてきました。本道

路の一部開通後も道路の安全に関する要望や陳情を行っています。そうし

た活動の一環として今回、貴府中市議会に陳情を提出させていただきまし

た。  

〔要望事項〕 

府中市において新府中街道コープ国分寺内藤店前の片面信号機を両面信

号機に変更強化するよう東京都や府中警察署など関係方面に働きかけてほ

しい。 

付託する委員会  
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陳 情 番 号 １３ 受理年月日 令和３年１１月２４日  

陳情人住所氏名 

府中市栄町１－１９－２ 

沖縄県民と連帯する府中の会 

代表 佐 藤 真理子  署名１，７５３人 

件     名 
沖縄戦戦没者の遺骨が混じる土砂を辺野古の埋立てに使わ

ないよう求める陳情 

〔陳情事項〕 

沖縄戦戦没者の遺骨が混じる土砂を辺野古の埋立てに使わないようにす

るため政府・国会に意見書を出すこと。 

〔陳情理由〕 

沖縄の名護市辺野古で、今、新基地建設のため海が埋め立てられていま

す。 

昨年、防衛省は大浦湾側にある軟弱地盤の埋立てのために従来の設計を

変更しました。そのことによって、沖縄県本島南部の土砂までも埋立てに

使用しようと計画しています。 

沖縄本島南部にある土砂は、76年前の戦争で亡くなった人たちの遺骨が

数多く眠っています。沖縄県民の４人に１人が犠牲になったと言われてい

ますが、沖縄県民だけでなく、日本全国から派遣された兵士の遺骨も数多

く眠っています（平和の礎に東京出身が3,521人刻まれています）。 

戦争の犠牲になられた人たちの遺骨を基地のための埋立てに使うという

のは、あまりにも非道なことではないでしょうか。 

よって、地方自治法第99条に基づく政府・国会への意見書を提出いただ

くよう陳情します。 

付託する委員会  
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陳 情 番 号 １４ 受理年月日 令和３年１１月２４日  

陳情人住所氏名 
府中市白糸台５－２５－１ 

村 岸 弘 康 

件     名 
沖縄戦戦没者の遺骨等が混じる土砂を埋立てに使用しない

よう国への意見書提出を求める陳情 

沖縄戦では一般住民を巻き込んだ悲惨な地上戦が行われ、沖縄県民の４

人に１人、そして日本全国から派遣された兵士の多くの貴い命が失われま

した。糸満市摩文仁の平和祈念公園内にある「平和の礎」には、国籍や軍

人、民間人の区別なく、沖縄戦などで亡くなられた24万1,593名（東京都

出身者3,521名）の氏名が刻銘されています。 

沖縄県は昨年３月末時点の推計で2,825体の未収容遺骨が今も県内の地

中に残っているとしています。 

糸満市摩文仁を中心に広がる沖縄県南部地域は、沖縄戦で犠牲を強いら

れた県民や命を落とされた兵士の遺骨が残されており、戦後76年が経過し

た今でも戦没者の遺骨収集が行われています。 

さきの大戦で犠牲になった人々の遺骨が入った土砂を埋立てに使用する

ことは人道上、絶対に許すことはできません。 

よって、府中市議会におかれましては、沖縄戦没者の遺骨が混じる土砂

を埋立てに使用しないよう国に意見書を提出することを求めます。 

付託する委員会  
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陳 情 番 号 １５ 受理年月日 令和３年１１月２４日  

陳情人住所氏名 
府中市晴見町３－７－４４ 

丁   弘 之 

件     名 期日前投票の拡充を求める陳情 

〔陳情主旨及び理由〕 

期日前投票は年々利用者が増加し、さきの総選挙でも投票総数の３割に

近い36,133人が投票しています。2019年の参院選でも、期日前投票の利用

者が30,567人、投票者数の27％に上っております。 

2019年の参議院選挙では、期日前投票所の投票期間は市役所が公示翌日

から投票日前日までの17日間、一方プラッツの市政情報センターは後半の

６日間、東・西出張所は最後の水～金のたった３日間となっていました。 

投票時間は、市役所は午前８時30分～午後８時。市政情報センターは午

前10時～午後８時、ただし最終日は午後５時。東・西の出張所は午前８時

半～午後５時となっています。開設場所と期間、投票時間はこの間国政選

挙、地方選挙いずれも変化ありません。 

2019年参院選期日前投票所の投票者数は市役所が15,717人、市政情報セ

ンター11,893人。東部出張所1,766人、西部出張所1,191となっています。 

さきの衆院選、府中の投票率は58.42％（前回参院選は53.17％）でした。

民主主義の根幹をなす選挙への参加がこのような水準にとどまっている

ことは、極めて憂慮すべき事態です。 

2017年（平成29年）、総務省は「投票環境向上に向けた取組事例集」を

各選挙管理委員会に送りました。 

これは、2016年の18歳投票権施行を受けて作成されたものです。ここで

は、投票率アップに向けた各地の選挙管理委員会のチャレンジの事例が多

数紹介され、総務省自治行政局選挙管理課長の「各選挙管理委員会におい

ては、当該事例集を活用いただき、国政選挙や地方選挙における積極的な

取組実施につなげていただきたいと考えております。」との一言が添えら

れています。 

来る参院選で期日前投票の改善に取り組むことを切望しこの陳情を提出

いたします。 

〔陳情事項〕 

利用者が年々増加している期日前投票。来る参院選での市政情報センタ

ーと東・西の出張所に開設される期日前投票所の開設期日と投票時間の延

長を図り、期日前投票の機会を拡充すること。 

付託する委員会   
 


